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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバからクライアント端末にコンテンツをアップデートする、前記サーバは、ユーザ
端末が希望するコンテンツのみを供給する、ダイナミックコンテンツ転送（ＤＣＤ）シス
テムであって、
　前記サーバは、アップデートに有効な１つ以上のコンテンツを通知する第１メッセージ
を前記クライアント端末へ送信し、前記第１メッセージは、チャネル－ＩＤ及びコンテン
ツ－ＩＤと、一またはそれ以上のコンテンツのサイズについての情報であって前記サーバ
と前記クライアント端末との間のセッションを識別するセッション－ＩＤを含み、それに
よりユーザがコンテンツのサイズを事前に知り、前記クライアント端末のメモリを管理で
きる情報と、を含み、前記第１メッセージに応答した少なくとも１つのアップデートされ
たコンテンツを要求する第２メッセージを前記クライアント端末から受信し、前記第２メ
ッセージは、チャネル－ＩＤ及びコンテンツ－ＩＤと、前記少なくとも一つのアップデー
トされたコンテンツに関する転送優先情報と、を含み、更に第３メッセージを送信し、前
記第３メッセージは前記第２メッセージに含まれた前記転送優先情報によって要求された
前記少なくとも一つのアップデートされたコンテンツまたはそのアドレスを含むものであ
る、前記サーバと、
　前記クライアント端末は、前記サーバから前記第１メッセージを受信し、前記第２メッ
セージを前記サーバへ送信し、前記サーバから前記第３メッセージを受信する、前記クラ
イアント端末と、
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を含むことを特徴とするダイナミックコンテンツ転送システム。
【請求項２】
　前記第３メッセージにより参照されたコンテンツに対するコンテンツアップデートの結
果を提供する第４メッセージを前記クライアント端末から前記サーバへ送信することを特
徴とする請求項１に記載のダイナミックコンテンツ転送システム。
【請求項３】
　前記第１メッセージと前記第３メッセージのうちのどれか１つは前記第４メッセージを
要求する情報を含むことを特徴とする請求項２に記載のダイナミックコンテンツ転送シス
テム。
【請求項４】
　ダイナミックコンテンツ転送（ＤＣＤ）システムにおけるサーバがクライアント端末に
コンテンツをアップデートする方法であり、前記サーバは、ユーザ端末が希望するコンテ
ンツのみを供給する、方法であって、
　アップデートに有効な１つ以上のコンテンツを通知する第１メッセージを前記クライア
ント端末へ送信するステップであって、前記第１メッセージは、チャネル－ＩＤ及びコン
テンツ－ＩＤと、一またはそれ以上のコンテンツのサイズについての情報であって、前記
サーバと前記クライアント端末との間のセッションを識別するセッション－ＩＤを含み、
それによりユーザがコンテンツのサイズを事前に知り、前記クライアント端末のメモリを
管理できる情報と、を含む、前記送信するステップと、
　前記クライアント端末からの前記第１メッセージに応答した少なくとも一つのアップデ
ートされたコンテンツを要求する第２メッセージを前記クライアント端末から受信するス
テップであって、前記第２メッセージは、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤと
、前記少なくとも一つのアップデートされたコンテンツに関する転送優先情報と、を含む
、前記受信するステップと、
　第３メッセージを送信するステップであって、前記第３メッセージは、前記第２メッセ
ージに含まれた前記転送優先情報によって要求された前記少なくとも一つのアップデート
されたコンテンツかまたはそのアドレスを含む前記ステップと、
を含むことを特徴とするコンテンツアップデート方法。
【請求項５】
　前記第３メッセージに含まれるか、前記第３メッセージにより参照されたコンテンツに
対するコンテンツアップデートの結果を提供する第４メッセージを前記クライアント端末
から前記サーバへ送信するステップ、を更に含むことを特徴とする請求項４に記載のコン
テンツアップデート方法。
【請求項６】
　前記第１メッセージと前記第３メッセージのうちのどれか１つは前記第４メッセージを
要求する情報を含むことを特徴とする請求項５に記載のコンテンツアップデート方法。
【請求項７】
　ダイナミックコンテンツ転送（ＤＣＤ）システムにおけるクライアント端末がサーバか
らコンテンツのアップデートを受ける方法であり、前記サーバは、ユーザ端末が希望する
コンテンツのみを供給する方法であって、
　アップデートに有効な１つ以上のコンテンツを通知する第１メッセージを前記サーバか
ら受信するステップであって、前記第１メッセージは、チャネル－ＩＤ及びコンテンツ－
ＩＤと、一またはそれ以上のコンテンツのサイズについての情報であって、前記サーバと
前記クライアント端末との間のセッションを識別するセッション－ＩＤを含み、それによ
りユーザがコンテンツのサイズを事前に知り、前記クライアント端末のメモリを管理でき
る情報と、を含む、前記受信するステップと、
　前記第１メッセージに応答して、少なくとも１つアップデートされたコンテンツアップ
デートを前記サーバに要求する第２メッセージを送信するステップであって、前記第２メ
ッセージは、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤと、前記少なくとも一つのアッ
プデートされたコンテンツに関する転送優先情報と、を含む、前記送信するステップと、
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　前記サーバから、第３メッセージを受信するステップであって、前記第３メッセージは
前記第２メッセージに含まれた前記転送優先情報により要求された前記少なくとも一つの
アップデートされたコンテンツかまたはそのアドレスを含むものである、前記ステップと
、
を含むことを特徴とするコンテンツアップデート方法。
【請求項８】
　前記第３メッセージに含まれるか、前記第３メッセージにより参照されたコンテンツに
対するコンテンツアップデートの結果を提供する第４メッセージを送信するステップを更
に含むことを特徴とする請求項７に記載のコンテンツアップデート方法。
【請求項９】
　前記第１メッセージと前記第３メッセージのうちのどれか１つは前記第４メッセージを
要求する情報を含むことを特徴とする請求項８に記載のコンテンツアップデート方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイナミックコンテンツ転送（ｄｙｎａｍｉｃ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｄｅｌｉ
ｖｅｒｙ；ＤＣＤ）システムにおけるサーバからクライアントへコンテンツを転送するこ
とに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ネットワークインフラ設備が拡大されるにつれて益々多くの数のコンテンツ提供
者がユーザが希望するコンテンツを製作及び格納している。ユーザはそのようなコンテン
ツ提供者が運営するサイトを訪問して希望するコンテンツを受けることができる。
【０００３】
　コンテンツの効率的な転送はインターネット上で製作及び修正された情報をリアルタイ
ムに転送する方式によりウェブシンジケーション（ｗｅｂ　ｓｙｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を
必要とする。ウェブシンジケーションは、例えば標準に提案及び採択されているＲＳＳ（
Ｒｅａｌｌｙ　Ｓｉｍｐｌｅ　Ｓｙｎｄｉｃａｔｉｏｎ）及びＡＴＯＭ（Ａｔｏｍは、“
フィード（ｆｅｅｄ）”として知られている情報のリストが掲示者と消費者との間に同期
化できるようにするために意図されたＸＭＬ基盤ファイルフォーマットである。フィード
は“エントリー（ｅｎｔｒｙ）”として知られている多数のアイテムから構成されるが、
各々のアイテムには拡張可能なセットのメタデータが添付される。）を含む。ＲＳＳ及び
ＡＴＯＭはコンテンツの配給を可能にしてきたし、コンテンツはＲＳＳリーダー（ＲＳＳ
　ｒｅａｄｅｒ）のようなプログラムにより一層効率的に収集できる。
【０００４】
　しかしながら、資源が比較的限定されている移動環境では、ＲＳＳ／ＡＴＯＭにより配
給されたコンテンツへのアクセスが、ＰＣ環境におけるようになされることができない。
そのような問題点を解決するために、移動端末のために収集されたコンテンツを最適に転
送する方式が要請されたし、その代表的な例のうちの１つがダイナミックコンテンツ転送
（ＤＣＤ；Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ）方式であって、ＯＭＡ
（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）によりその標準化が進行中である。ＤＣ
Ｄは移動端末ユーザにそれらの好みを反映する最も効率的な方式により所望のコンテンツ
を提供しようとしている。そのような目的のためのコンテンツ転送方式は、ＤＣＤ－１イ
ンターフェースを採用したプル方式（ｐｕｌｌ　ｓｃｈｅｍｅ）とＤＣＤ－２インターフ
ェースを採用したプッシュ方式（ｐｕｓｈ　ｓｃｈｅｍｅ）とを含む。既存の移動サービ
スによれば、ユーザの移動端末は無線インターネット上でサイトにアクセスし、多数の深
さ（ｄｅｐｔｈ）を検索して希望するコンテンツを探さなければならない。それとは対照
的に、ＤＣＤはサイトを訪問及び検索してコンテンツを探すことなしに、ユーザの移動端
末へコンテンツを転送してユーザがそれらの選好度を最大限に反映している希望するコン
テンツの提供を受けるようにすることを目標としている。
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【０００５】
　以下、ＤＣＤ－２インターフェースを採用したプッシュ方式を図１を参照しつつ説明す
る。
【０００６】
　図１は、ＤＣＤ－２インターフェースを採用したプッシュ方式を示している。
【０００７】
　ステップＳ１０１、Ｓ１０２、及びＳ１０３で、ＤＣＤイネーブルドクライアントアプ
リケーション（ＤＣＤ　ｅｎａｂｌｅｄ　ｃｌｉｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）１０
０からＤＣＤコンテンツ提供者１３０へ予約個人化（ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｐｅｒ
ｓｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ）要請が転送され、それによってＤＣＤイネーブルドクライア
ントアプリケーション１００がＤＣＤコンテンツ提供者１３０に格納されたコンテンツを
受信して表示する。予約個人化はコンテンツのタイプによって任意的なものであって、そ
れは特定のコンテンツを予約要請するのでないためである。
【０００８】
　ステップＳ１０４で、ＤＣＤコンテンツ提供者１３０は新たなコンテンツをＤＣＤサー
バ１２０に掲示する。新たなコンテンツは多数のＤＣＤイネーブルドアプリケーション１
００に予約の好みをマッチングしたコンテンツであるとか、それらに関連する一般的なコ
ンテンツでありうる。
【０００９】
　ステップＳ１０５で、ＤＣＤサーバ１２０は個人化ソース１４０に対するコンテンツ適
応化（ｃｏｎｔｅｎｔ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）の遂行に必要とする個人化情報を獲得す
る。そのような情報は、位置、プレゼンス（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）、端末プロファイルなど
を含むことができる。
【００１０】
　ステップＳ１０６で、ＤＣＤサーバ１２０は獲得した個人化情報及び登録時に得たアプ
リケーションプロファイル選好度に基づいてコンテンツ適応化を遂行する。
【００１１】
　ステップＳ１０７で、コンテンツがＤＣＤクライアント端末１１０にプッシュ（ｐｕｓ
ｈ）される。次に、ステップＳ１０８で、コンテンツがＤＣＤイネーブルドクライアント
アプリケーションへ転送されて、ＤＣＤクライアント端末１１０に表示される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、ＤＣＤサーバがユーザの希望するコンテンツのみを転送できるようにするＤ
ＣＤシステムを提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一様態によれば、ダイナミックコンテンツ転送（ＤＣＤ）システムにおけるサ
ーバからクライアント端末にコンテンツをアップデートする方法であって、アップデート
に有効な１つ以上のコンテンツの識別情報を含む第１メッセージをサーバからクライアン
ト端末へ転送するステップと、クライアント端末が第１メッセージを受信し、１つ以上の
コンテンツのうち、アップデートしようとする特定のコンテンツの識別情報を含む第２メ
ッセージをサーバへ転送してコンテンツアップデートを要請するステップと、サーバが第
２メッセージを受信し、第２メッセージに含まれた識別情報に相応するコンテンツまたは
そのアドレスを含む第３メッセージを転送して第２メッセージに応答するステップと、ク
ライアント端末が第３メッセージを受信するステップと、を含むコンテンツアップデート
方法が提供される。
【００１４】
　第１メッセージは、サーバとクライアント端末との間のセッションを識別するセッショ
ン－ＩＤを含むことができる。
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【００１５】
　第１メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００１６】
　第２メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００１７】
　上記の方法は、第３メッセージに含まれるか第３メッセージにより参照されたコンテン
ツに対するコンテンツアップデートの結果を提供する第４メッセージをクライアント端末
からサーバへ転送するステップと、サーバが第４メッセージを受信するステップと、を更
に含むことができる。
【００１８】
　第１メッセージと第３メッセージのうちのどれか１つは第４メッセージを要請する情報
を含むことができる。
【００１９】
　他の様態によれば、ダイナミックコンテンツ転送（ＤＣＤ）システムにおけるサーバか
らクライアント端末にコンテンツをアップデートする方法であって、クライアント端末が
アップデートに有効な１つ以上のコンテンツの識別情報を含む通知メッセージを受信して
コンテンツアップデートが開始される時に、またはオンデマンド型コンテンツアップデー
ト要請時に１つ以上のコンテンツのうち、アップデートしようとする特定のコンテンツの
識別情報を含む通知メッセージをクライアント端末からサーバへ転送してコンテンツアッ
プデートを要請するステップと、サーバが要請メッセージを受信し、要請メッセージに含
まれた識別情報に相応するコンテンツまたはそのアドレスを含む応答メッセージを転送し
て要請メッセージに応答するステップと、クライアント端末が応答メッセージを受信する
ステップと、を含むコンテンツアップデート方法が提供される。
【００２０】
　通知メッセージは、サーバとクライアント端末との間のセッションを識別するセッショ
ン－ＩＤを含むことができる。
【００２１】
　通知メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００２２】
　要請メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００２３】
　上記の方法は、応答メッセージに含まれるか応答メッセージにより参照されたコンテン
ツに対するコンテンツアップデートの結果を提供する確認メッセージをクライアント端末
からサーバへ転送するステップと、サーバが確認メッセージを受信するステップと、を更
に含むことができる。
【００２４】
　要請メッセージと応答メッセージのうちのどれか１つは確認メッセージを要請する情報
を含むことができる。
【００２５】
　更に他の様態によれば、サーバからクライアント端末にコンテンツをアップデートする
ダイナミックコンテンツ転送（ＤＣＤ）システムであって、アップデートに有効な１つ以
上のコンテンツの識別情報を含む第１メッセージをクライアント端末へ転送し、１つ以上
のコンテンツのうち、アップデートしようとする特定のコンテンツの識別情報を含む第２
メッセージを受信してコンテンツアップデートの要請を受けて、第２メッセージに含まれ
た識別情報に相応するコンテンツまたはそのアドレスを含む第３メッセージを転送して第
２メッセージに応答するサーバと、サーバから第１メッセージを受信し、第２メッセージ
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をサーバへ転送し、サーバから第３メッセージを受信するクライアント端末と、を含むダ
イナミックコンテンツ転送システムが提供される。
【００２６】
　第１メッセージは、サーバとクライアント端末との間のセッションを識別するセッショ
ン－ＩＤを含むことができる。
【００２７】
　第１メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００２８】
　第２メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００２９】
　上記のシステムは、第３メッセージに含まれるか第３メッセージにより参照されたコン
テンツに対するコンテンツアップデートの結果を提供する第４メッセージをクライアント
端末からサーバへ転送するステップと、サーバが第４メッセージを受信するステップと、
を更に含むことができる。
【００３０】
　第１メッセージと第３メッセージのうちのどれか１つは、第４メッセージを要請する情
報を含むことができる。
【００３１】
　更に他の様態によれば、ダイナミックコンテンツ転送（ＤＣＤ）システムにおけるサー
バがクライアント端末にコンテンツをアップデートする方法であって、アップデートに有
効な１つ以上のコンテンツの識別情報を含む第１メッセージをクライアント端末へ転送す
るステップと、１つ以上のコンテンツのうち、アップデートしようとする特定のコンテン
ツの識別情報を含む第２メッセージを受信してコンテンツアップデートの要請を受けるス
テップと、第２メッセージに含まれた識別情報に相応するコンテンツまたはそのアドレス
を含む第３メッセージを転送して第２メッセージに応答するステップと、を含むコンテン
ツアップデート方法が提供される。
【００３２】
　第１メッセージは、サーバとクライアント端末との間のセッションを識別するセッショ
ン－ＩＤを含むことができる。
【００３３】
　第１メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００３４】
　第２メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００３５】
　上記の方法は、第３メッセージに含まれるか第３メッセージにより参照されたコンテン
ツに対するコンテンツアップデートの結果を提供する第４メッセージをクライアント端末
からサーバへ転送するステップと、サーバが第４メッセージを受信するステップと、を更
に含むことができる。
【００３６】
　第１メッセージと第３メッセージのうちのどれか１つは第４メッセージを要請する情報
を含むことができる。
【００３７】
　更に他の様態によれば、ダイナミックコンテンツ転送（ＤＣＤ）システムにおけるクラ
イアント端末がサーバからコンテンツのアップデートを受ける方法であって、アップデー
トに有効な１つ以上のコンテンツの識別情報を含む第１メッセージの受信を受けるステッ
プと、１つ以上のコンテンツのうち、アップデートしようとする特定のコンテンツの識別
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情報を含む第２メッセージを転送してコンテンツアップデートを要請するステップと、第
２メッセージに含まれた識別情報に相応するコンテンツまたはそのアドレスを含む第３メ
ッセージを受信して第２メッセージに対して応答を受けるステップと、を含むコンテンツ
アップデート方法が提供される。
【００３８】
　第１メッセージは、サーバとクライアント端末との間のセッションを識別するセッショ
ン－ＩＤを含むことができる。
【００３９】
　第１メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００４０】
　第２メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００４１】
　上記の方法は、第３メッセージに含まれるか第３メッセージにより参照されたコンテン
ツに対するコンテンツアップデートの結果を提供する第４メッセージをクライアント端末
からサーバへ転送するステップと、サーバが第４メッセージを受信するステップと、を更
に含むことができる。
【００４２】
　第１メッセージと第３メッセージのうちのどれか１つは第４メッセージを要請する情報
を含むことができる。
【００４３】
　更に他の様態によれば、ダイナミックコンテンツ転送（ＤＣＤ）システムにおけるクラ
イアント端末がサーバからコンテンツのアップデートを受ける方法であって、アップデー
トに有効な１つ以上のコンテンツの識別情報を含む通知メッセージを受信してコンテンツ
アップデートが開始される時に、またはオンデマンド型コンテンツアップデート要請時に
、１つ以上のコンテンツのうち、アップデートしようとする特定のコンテンツの識別情報
を含む要請メッセージをサーバへ転送してコンテンツアップデートを要請するステップと
、要請メッセージに含まれた識別情報に相応するコンテンツまたはそのアドレスを含む応
答メッセージをサーバから受信して要請メッセージに対して応答を受けるステップと、を
含むコンテンツアップデート方法が提供される。
【００４４】
　通知メッセージは、サーバとクライアント端末との間のセッションを識別するセッショ
ン－ＩＤを含むことができる。
【００４５】
　通知メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００４６】
　要請メッセージに含まれる識別情報は、チャネル－ＩＤ及び／又はコンテンツ－ＩＤを
含むことができる。
【００４７】
　上記の方法は、応答メッセージに含まれるか応答メッセージにより参照されたコンテン
ツに対するコンテンツアップデートの結果を提供する確認メッセージをクライアント端末
からサーバへ転送するステップと、サーバが確認メッセージを受信するステップと、を更
に含むことができる。
【００４８】
　要請メッセージと応答メッセージのうちのどれか１つは、確認メッセージを要請する情
報を含むことができる。
【発明の効果】
【００４９】
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　本発明によれば、ユーザが希望するコンテンツのみを送受信できるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】ＤＣＤ－２インターフェースを採用したプッシュ方式を示す図である。
【図２】一実施形態に従ってサーバから移動端末へコンテンツを転送することを示すフロ
ーチャートである。
【図３】他の実施形態に従ってサーバからクライアント端末へコンテンツを転送すること
を示すフローチャートである。
【図４】一実施形態に従う例示的コンテンツリストを示す図である。
【図５】コンテンツリストの転送後にクライアント端末にコンテンツ転送を提供するサー
バの内部構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下、本発明の例示的実施形態を添付図面を参照しつつ説明する。以後の説明及び添付
図面において、同一または類似な構成要素には同一な図面符号を使用するので、同一また
は類似な構成要素を反復的に説明しない。また、本発明の要旨を曖昧にすることを避ける
ために、本明細書に含まれた公知の機能及び構成に関する説明を省略する。
【００５２】
　図２は、実施形態に従ってサーバからクライアント端末へのコンテンツ転送を示すフロ
ーチャートである。
【００５３】
　図２を参照すると、ＤＣＤクライアント端末１１０がＤＣＤサーバ１２０からダイナミ
ックコンテンツ転送（ＤＣＤ）サービスの提供を受ける一実施形態に従うＤＣＤシステム
は、ＤＣＤイネーブルドクライアントアプリケーション１００及びＤＣＤクライアント端
末１１０を含む移動端末の部分と、ＤＣＤサーバ１２０、ＤＣＤコンテンツ提供者１３０
、及び個人化ソース１４０を含むサーバの部分からなる。以下の明細書において、移動端
末はアプリケーション１００とクライアント端末１１０のうちの１つまたはその全てを意
味する。サーバは狭意ではＤＣＤサーバ１２０を意味するが、広意ではＤＣＤサーバ１２
０、ＤＣＤコンテンツ提供者１３０、及び個人化ソース１４０のうちの１つ以上を意味す
ることがある。
【００５４】
　ステップＳ１５０、Ｓ１５２、及びＳ１５４で、アプリケーション１００からＤＣＤコ
ンテンツ提供者１３０へ予約個人化要請が転送され、それによってアプリケーション１０
０がＤＣＤコンテンツ提供者１３０に格納されたコンテンツを受信してディスプレイする
。即ち、ＤＣＤサーバ１２０が移動端末にＤＣＤサービスを提供するか移動端末がＤＣＤ
サーバ１２０からＤＣＤサービスの提供を受ける。予約個人化はコンテンツのタイプによ
って任意的なものであって、それは特定のコンテンツを予約要請するのでないためである
。
【００５５】
　ステップＳ１５４で、ＤＣＤコンテンツ提供者１３０は新しいまたはアップデートされ
たコンテンツをＤＣＤサーバ１２０に掲示する。新しいまたはアップデートされたコンテ
ンツは、多数のＤＣＤイネーブルドアプリケーション１００に予約の好みをマッチングし
たコンテンツであるとかそれらの関心事のどんな一般的なコンテンツでありうる。
【００５６】
　ステップＳ１５８で、ＤＣＤサーバ１２０は先にコンテンツ有効性通知メッセージをＤ
ＣＤクライアント端末１１０へ転送してコンテンツアップデートを開始し、次にＤＣＤク
ライアント端末１１０がその通知メッセージを受信する。ステップＳ１６０で、ＤＣＤク
ライアント端末１１０はその通知メッセージをアプリケーション１００に中継する。その
ようなコンテンツ有効性通知メッセージは、アップデートに有効な１つ以上のコンテンツ
の識別情報を含むことができる。識別情報は、例えばアップデートしようとするチャネル
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を識別するチャネル－ＩＤとコンテンツアイテムを識別するコンテンツ－ＩＤのうちの１
つ以上を含むことができる。通知メッセージは、サーバ１２０とクライアント端末１１０
との間のセッションを識別するセッション－ＩＤを含むことができる。
【００５７】
　コンテンツ有効性通知メッセージは、プッシュベアラー（ｐｕｓｈ　ｂｅａｒｅｒ）ま
たは放送ベアラー（ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｂｅａｒｅｒ）を通じて転送できる。コンテン
ツ有効性通知メッセージが放送メッセージであれば、その通知メッセージはセッション－
ＩＤの代りに放送サービス－ＩＤを含むことができる。
【００５８】
　上記では本発明の一実施形態に従ってＤＣＤシステムにおけるＤＣＤサーバ１２０が第
１メッセージまたは通知メッセージをＤＣＤクライアント端末１１０へ転送してＤＣＤサ
ーバ１２０からＤＣＤクライアント端末１１０へのコンテンツアップデートを開始するこ
とを説明しているが、本発明はそれに限定されるのでない。第１メッセージまたは通知メ
ッセージをＤＣＤクライアント端末１１０へ転送することによって、コンテンツアップデ
ートを開始する代わりに、アプリケーション１００により要請された、例えばトリガーさ
れたオンデマンド型コンテンツアップデート、スケジューリングされたコンテンツアップ
デート、またはコンテンツ満了によりコンテンツアップデートを開始することもできる。
【００５９】
　通知メッセージの受信と要請されたオンデマンド型コンテンツアップデートのうちの１
つ以上が起こる時に、ＤＣＤクライアント端末１１０はステップＳ１６２でＤＣＤサーバ
１２０にコンテンツアップデートを要請する第２メッセージまたはコンテンツアップデー
ト要請メッセージをアプリケーション１００から受信し、次にステップＳ１６４で、その
メッセージをＤＣＤサーバ１２０へ転送する。ステップＳ１６４で、ＤＣＤサーバ１２０
はコンテンツアップデート要請メッセージを受信する。
【００６０】
　第２メッセージまたはコンテンツアップデート要請メッセージは、１つ以上のコンテン
ツのうち、アップデートしようとする特定のコンテンツの識別情報を含むことができる。
識別情報は、例えばアップデートしようとするチャネルを識別するチャネル－ＩＤ、コン
テンツアイテムを識別するコンテンツ－ＩＤ、及び要請された特定のコンテンツアイテム
のコンテンツアドレスのうちの１つ以上を含むことができる。
【００６１】
　第２メッセージまたはコンテンツアップデート要請メッセージは、サーバ１２０とクラ
イアント端末１１０との間のセッションを識別するセッション－ＩＤを含むことができる
。
【００６２】
　したがって、ＤＣＤクライアント端末１１０のような移動端末はユーザが希望するコン
テンツのみを要請できるが、なぜならばＤＣＤクライアント端末１１０がユーザが希望す
るコンテンツに対してのみコンテンツアップデートを要請するコンテンツアップデート要
請メッセージをサーバへ転送するためである。
【００６３】
　ステップＳ１６６で、ＤＣＤサーバ１２０は個人化ソース１４０に対するコンテンツ適
応化（ｃｏｎｔｅｎｔ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）を遂行するに必要とする個人化情報を獲
得する。そのような情報は、位置、プレゼンス（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）、端末プロファイル
などを含むことができる。
【００６４】
　ステップＳ１６８で、ＤＣＤサーバ１２０は獲得した個人化情報及びアプリケーション
プロファイル選好度に基づいてコンテンツ適応化を遂行する。ステップＳ１６６及びＳ１
６８は、ＤＣＤクライアント端末１１０とＤＣＤサーバ１２０の両側に全て必要なもので
はないことがある。
【００６５】
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　ステップＳ１７０で、ＤＣＤサーバ１２０は第２メッセージまたはコンテンツ要請メッ
セージに含まれた識別情報に相応するコンテンツまたはそのアドレスを含む第３メッセー
ジ、またはコンテンツ応答メッセージをＤＣＤクライアント端末１１０へ転送して第２メ
ッセージまたはコンテンツ要請メッセージに応答する。ステップＳ１７２で、ＤＣＤクラ
イアント端末１１０はコンテンツ応答メッセージを受信して、そのメッセージをアプリケ
ーション１００に中継する。アプリケーション１００へ転送されたコンテンツはクライア
ント端末１２０のような移動端末にディスプレイされる。
【００６６】
　結果的に、ＤＣＤクライアント端末１１０はＤＣＤサーバ１２０からＤＣＤサービスの
提供を受けるようになる。
【００６７】
　最後に、ＤＣＤクライアント端末１１０はステップＳ１７４でコンテンツに対するコン
テンツアップデートの結果を提供する第４メッセージまたはコンテンツアップデート確認
メッセージをアプリケーション１００から受信し、次にステップＳ１７６で、そのメッセ
ージをＤＣＤサーバ１２０へ転送する。ステップＳ１７６で、ＤＣＤサーバ１２０は第４
メッセージまたはコンテンツアップデート確認メッセージを受信する。
【００６８】
　ＤＣＤクライアント端末１１０がアップデートに有効なコンテンツの識別情報を入れた
コンテンツアップデート要請メッセージをＤＣＤサーバ１２０へ転送しなければ、ＤＣＤ
サーバ１２０がアップデートに有効なコンテンツの識別情報に相応する特定のコンテンツ
またはそのアドレスをＤＣＤクライアント端末１１０へ転送することができない。それは
、ＤＣＤクライアント端末１１０が不要なコンテンツを受信して移動端末の資源を非効率
的に使用しないようにする。言い換えると、ＤＣＤサーバ１２０が不要なコンテンツをＤ
ＣＤクライアント端末１１０へ転送しないので、ＤＣＤサーバ１２０の負荷を減らすだけ
でなく、ネットワーク資源を効率的に使用するようになる。
【００６９】
　図３は、他の実施形態に従ってサーバから移動端末へコンテンツを転送することを示す
フローチャートである。
【００７０】
　ＤＣＤクライアント端末１１０がＤＣＤサーバ１２０からダイナミックコンテンツ転送
（ＤＣＤ）サービスの提供を受ける他の実施形態に従うＤＣＤシステムは、図２に示すよ
うに、ＤＣＤイネーブルドクライアントアプリケーション１００及びＤＣＤクライアント
端末１１０を含む移動端末の部分と、ＤＣＤサーバ１２０、ＤＣＤコンテンツ提供者１３
０、及び個人化ソース１４０を含むサーバの部分からなる。図３は、他の実施形態に従う
ＤＣＤシステムにおけるＤＣＤクライアント端末１１０とＤＣＤサーバ１２０との間にな
されるコンテンツ転送のフローチャートを主として示すものである。
【００７１】
　図３を参照すると、他の実施形態において、ＤＣＤクライアント端末１１０がＤＣＤサ
ーバ１２０からＤＣＤサービスの提供を受ける時、ＤＣＤサーバ１２０は特定のコンテン
ツのコンテンツ転送の前にアップデートに有効な１つ以上のコンテンツの識別情報、即ち
コンテンツリスト情報をクライアント端末１１０に提供する。
【００７２】
　図３を参照すると、コンテンツリストを移動端末へ転送することによるコンテンツ転送
方法は、ＤＣＤサーバ１２０からＤＣＤクライアント端末１１０へ通知メッセージを転送
することによって、コンテンツアップデートを通知するコンテンツアップデート通知ステ
ップ（Ｓ２００）と、ＤＣＤサーバ１２０からＤＣＤクライアント端末１１０へコンテン
ツリスト情報を転送するコンテンツリスト転送ステップ（Ｓ２１０）と、ＤＣＤサーバ１
２０からＤＣＤクライアント端末１１０へコンテンツを転送するコンテンツ転送ステップ
（Ｓ２２０）と、コンテンツ転送を確認するコンテンツ転送確認ステップ（Ｓ２３０）と
、を含む。
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【００７３】
　ステップＳ２００のコンテンツアップデート通知ステップは、ステップＳ２０２でＤＣ
Ｄサーバ１２０からＤＣＤクライアント端末１１０へ通知メッセージを転送してコンテン
ツアップデートを通知するステップである。
【００７４】
　通知メッセージは、アップデートに有効な全てのコンテンツに対するコンテンツアップ
デートをＤＣＤサーバ１２０からＤＣＤクライアント端末１１０に通知するＳＭＳプッシ
ュメッセージでありうる。通知メッセージは、ＤＣＤサーバ１２０とＤＣＤクライアント
端末１１０との間のセッション－ＩＤを含むことができる。
【００７５】
　ステップＳ２１０のコンテンツリスト転送ステップは、アップデートに有効な全てのコ
ンテンツに関するコンテンツリスト情報をＤＣＤサーバ１２０からＤＣＤクライアント端
末１１０へ転送するステップである。ステップＳ２０１のコンテンツリスト転送ステップ
は、ステップＳ２１２でＤＣＤクライアント端末１１０からＤＣＤサーバ１２０にコンテ
ンツアップデート要請メッセージを受信するステップと、ステップＳ２１４でＤＣＤサー
バ１２０がコンテンツアップデート応答メッセージをＤＣＤクライアント端末１１０へ転
送するステップを含む。
【００７６】
　ステップＳ２０２、Ｓ２１２、及びＳ２１４は、次の３つのステップからなることがで
きる：ＤＣＤサーバ１２０が通知メッセージを転送してコンテンツアップデートを通知す
るステップ、ＤＣＤクライアント端末１１０がＤＣＤサーバ１２０にコンテンツリストを
要請するステップ、及びＤＣＤサーバ１２０がアップデートに有効な１つ以上のコンテン
ツの識別情報、即ちコンテンツリスト情報をＤＣＤクライアント端末１１０へ転送するス
テップ。しかしながら、上記の３つのステップは、図２のステップＳ１５８のコンテンツ
通知ステップのように、ＤＣＤサーバ１２０がアップデートに有効な１つ以上のコンテン
ツの識別情報をＤＣＤクライアント端末１１０へ転送する１つのステップで遂行される。
【００７７】
　コンテンツリスト情報は、図２のＤＣＤコンテンツ提供者１３０に格納されることがで
きる。コンテンツリスト情報は、ＤＣＤクライアント端末１１０へのアップデートに有効
な１つ以上のコンテンツのような全てのコンテンツの識別情報からなることができるが、
その識別情報は全てのコンテンツに対するコンテンツ－ＩＤ、コンテンツサイズ情報、ア
プリケーション－ＩＤ、及びチャネル－ＩＤのうちの１つ以上を含むことができる。
【００７８】
　ＤＣＤサーバ１２０から転送される全体コンテンツの総サイズ及び各々のコンテンツの
サイズのような上記コンテンツサイズ情報は、ＤＣＤクライアント端末１１０がメモリ管
理機能を遂行できるようにする。
【００７９】
　ＤＣＤクライアント端末１１０がコンテンツリスト上の全てのコンテンツのうち、２つ
以上のコンテンツを選択し、選択されたコンテンツを互いに異なる転送優先順位に設定す
ることによって、ＤＣＤサーバ１２０は優先順位の順序にＤＣＤサービスをＤＣＤクライ
アント端末１１０に提供することができる。
【００８０】
　ステップＳ２２０のコンテンツ転送ステップは、ＤＣＤサーバ１２０が全てのコンテン
ツの中から選択されたコンテンツをＤＣＤクライアント端末１１０へ転送するステップで
ある。ステップＳ２２０のコンテンツ転送ステップは、ステップＳ２２２でＤＣＤサーバ
１２０がコンテンツリスト上で選択されたコンテンツに対するコンテンツアップデート要
請メッセージを受信するステップ、及びステップＳ２２４で選択されたコンテンツを含む
コンテンツアップデート応答メッセージをＤＣＤクライアント端末１１０へ転送するステ
ップからなることができる。
【００８１】
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　選択されたコンテンツは、ＤＣＤクライアント端末１１０が全てのコンテンツのうちか
ら選択したコンテンツである。
【００８２】
　上記コンテンツ転送ステップの後に、ＤＣＤクライアント端末１１０が全てのコンテン
ツのうちで、上記選択されたコンテンツを除外した他の１つ以上のコンテンツを選択すれ
ば、各々のコンテンツに対してステップＳ２２２及びＳ２２４が繰り返される。
【００８３】
　上記選択されたコンテンツが各々ＤＣＤクライアント端末１１０により設定された転送
優先順位を有する場合、選択されたコンテンツのうち、優先順位の高いコンテンツに対し
て、先にステップＳ２２０及びＳ２２４が遂行され、ＤＣＤクライアント端末１１０は優
先順位の順序にＤＣＤサービスの提供を受ける。
【００８４】
　ステップＳ２３０のコンテンツ転送確認ステップは、コンテンツ転送を確認するステッ
プである。ステップＳ２３０のコンテンツ転送確認ステップは、ステップＳ２３２でＤＣ
Ｄクライアント端末１１０からコンテンツ転送確認のための要請メッセージを受信するス
テップ、及びステップＳ２３４でコンテンツ転送確認に対する応答メッセージを転送する
ステップからなることができる。しかしながら、ステップＳ２３０のコンテンツ転送確認
ステップは、必須的なものでないことがあり、本ＤＣＤシステムでは省略されるかＤＣＤ
クライアント端末１１０が確認メッセージをＤＣＤサーバ１２０へ転送する１つのステッ
プに単純化できる。
【００８５】
　他の実施形態は、ＤＣＤサーバ１２０がユーザが希望しないコンテンツを転送しないの
で、ＤＣＤサーバ１２０の負荷を減らすことができるだけでなく、ネットワーク資源を効
率的に使用できるという利点がある。
【００８６】
　端末ユーザは、コンテンツ転送前にコンテンツの種類とサイズ及びチャネルの種類を予
め知るようになるので、それらか希望するコンテンツのみを選択することができる。また
、アップデートに有効なコンテンツのサイズが確認されるので、コンテンツ転送が充分で
ない格納空間により終わる前に中断される。
【００８７】
　上記コンテンツ転送方法は、アップデートに有効なコンテンツに相異している優先順位
を設定してＤＣＤサーバ１２０が優先順位の順序にコンテンツを転送できるようにする。
【００８８】
　図４は、一実施形態に従う例示的コンテンツリストを示している。
【００８９】
　図４は、ステップＳ２１０のうちのステップＳ２１４で、ＤＣＤサーバ１２０が全体コ
ンテンツ情報を含めてＤＣＤクライアント端末１１０へ転送するコンテンツリストであり
ながら、ステップＳ２２０のうちのステップＳ２２２でＤＣＤクライアント端末１１０が
選択されたコンテンツ情報を含めてＤＣＤサーバ１２０へ転送するコンテンツリストであ
る例示的コンテンツリストを示すものである。そのようなコンテンツリストは、アップデ
ートに有効な１つ以上のコンテンツの識別情報を含むことができる。
【００９０】
　コンテンツリスト３００は、コンテンツ－ＩＤ３１０、コンテンツサイズ３２０、アプ
リケーション－ＩＤ３３０、チャネル－ＩＤ３４０、及び全体コンテンツの総サイズ３５
０のうちの１つ以上を含むことができる。
【００９１】
　図４を参照すると、全体コンテンツはチャネル－ＩＤが“Ｃ０１”の第１コンテンツ３
１１、チャネル－ＩＤが“Ｃ０２”の第２コンテンツ３１２、チャネル－ＩＤが“Ｃ０３
”の第３コンテンツ３１３、及びチャネル－ＩＤが“Ｃ０４”の第４コンテンツ３１４を
含む。全体コンテンツの総サイズは“５２０ＫＢ（キロバイト）”である。
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【００９２】
　具体的に、チャネル－ＩＤが“Ｃ０１”の第１コンテンツ３１１は、“１００ＫＢ（キ
ロバイト）”のサイズを有し、ＤＣＤクライアント端末１１０が特定のコンテンツを駆動
またはディスプレイできるようにするＤＣＤイネーブルドアプリケーションの識別子であ
る“Ａ０１”のアプリケーション－ＩＤ、及びチャネル情報である“ＣＨ０１”のチャネ
ル－ＩＤを有する。
【００９３】
　チャネル－ＩＤが“Ｃ０２”の第２コンテンツ３１２は、“１２０ＫＢ（キロバイト）
”のサイズを有し、“Ａ０１”のアプリケーション－ＩＤ及び“ＣＨ０１”のチャネル－
ＩＤを有する。
【００９４】
　チャネル－ＩＤが“Ｃ０３”の第３コンテンツ３１３は、“９０ＫＢ（キロバイト）”
のサイズを有し、“Ａ０２”のアプリケーション－ＩＤ及び“ＣＨ０１”のチャネル－Ｉ
Ｄを有する。
【００９５】
　チャネル－ＩＤが“Ｃ０４”の第４コンテンツは、“２１０ＫＢ（キロバイト）”のサ
イズを有し、“Ａ０３”のアプリケーション－ＩＤ及び“ＣＨ０２”のチャネル－ＩＤを
有する。
【００９６】
　ステップＳ２１０のうちのステップＳ２１４での全体コンテンツ情報を含んだ上記コン
テンツリスト３００は、ＤＣＤサーバ１２０により多様な形態でＤＣＤクライアント端末
１１０へ転送できる。例えば、コンテンツリスト３００はコンテンツ－ＩＤフィールドの
ような特定のフィールド内にあるコンテンツ－ＩＤのカンマ区切りリスト（ｃｏｍｍａ－
ｓｅｐａｒａｔｅｄ　ｌｉｓｔ）、コンテンツサイズフィールド内にある特定のコンテン
ツに対するコンテンツサイズのカンマ区切りリスト、チャネル－ＩＤフィールド内にある
アップデートしようとするチャネルに対するＩＤのカンマ区切りリスト、及びアプリケー
ション－ＩＤフィールド内にあるアプリケーション－ＩＤのカンマ区切りリストのうちの
１つ以上で構成できる。他の例として、コンテンツリスト３００がコンテンツ－ＩＤとチ
ャネル－ＩＤのみを含めば、ＤＣＤサーバ１２０はそれらの特定のフィールド内にそれら
のカンマ区切りリストを入れたコンテンツリストをＤＣＤクライアント端末１１０へ転送
する。
【００９７】
　ＤＣＤサーバ１２０が事前にコンテンツリスト情報無しで総サイズが５００ＫＢである
全体コンテンツをＤＣＤクライアント端末１１０へ転送すれば、４００ＫＢの割愛された
格納空間を有するＤＣＤクライアント端末１２０は、ユーザがアップデートする必要もな
いコンテンツリスト３００内のコンテンツ３１３、３１４が転送されることによりコンテ
ンツ全部を受信することができない。
【００９８】
　ＤＣＤクライアント端末１１０がステップＳ２１４で予め全てのコンテンツの情報を入
れたコンテンツリスト３００をＤＣＤサーバ１２０から受信した後には、ＤＣＤクライア
ント端末１１０がステップＳ２２２でコンテンツ－ＩＤが“Ｃ０１”及び“Ｃ０２”の選
択されたコンテンツ３１１、３１２のコンテンツ－ＩＤ、コンテンツサイズ、アプリケー
ション－ＩＤ、及びチャネル－ＩＤのような識別情報を含むコンテンツアップデート要請
メッセージをＤＣＤサーバ１２０へ転送することができる。ＤＣＤクライアント端末１１
０は、割愛された格納空間のあふれ無しでステップＳ２２４でコンテンツアップデート要
請メッセージに含まれていた選択されたコンテンツ３１１、３１２のみを受信するように
なる。また、ＤＣＤサーバ１２０から転送される全体コンテンツの総サイズ及び各々のコ
ンテンツのサイズのような上記コンテンツサイズ情報は、ＤＣＤクライアント端末１１０
がメモリ管理機能を遂行できるようにする。
【００９９】
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　図４を参照すると、選択されたコンテンツはコンテンツ－ＩＤが“Ｃ０１”と“Ｃ０２
”のコンテンツ３１１、３１２の場合、それらコンテンツはＤＣＤクライアント端末１１
０が選択されたコンテンツをＤＣＤサーバ１２０から優先順位の順序に受信するように相
異している優先順位に設定できる。
【０１００】
　図５は、コンテンツリストの転送後にＤＣＤクライアント端末１１０にコンテンツ転送
を提供するＤＣＤサーバの内部構成を示している。
【０１０１】
　図５を参照すると、ＤＣＤサーバ１２０は、受信機４１０、送信機４２０、格納器４３
０、及びメッセージ生成器４４０を含む。
【０１０２】
　受信機４１０は、図２及び図３において、コンテンツアップデート要請メッセージ及び
コンテンツアップデート確認メッセージを受信するように構成される。また、受信機４１
０は、図２において、その情報がコンテンツアップデート要請に含まれている選択された
コンテンツをＤＣＤコンテンツ提供者１３０から受信するように構成される。
【０１０３】
　送信機４２０は、図２及び図３において、コンテンツ通知メッセージ、選択されたコン
テンツのみを入れたコンテンツ応答メッセージ、及びコンテンツアップデート確認応答メ
ッセージを転送するように構成される。
【０１０４】
　格納器４３０は、図２において、受信機４１０がＤＣＤコンテンツ提供者１３０から受
信した選択されたコンテンツを格納するように構成される。
【０１０５】
　メッセージ生成器４４０は、コンテンツ転送に必要とするコンテンツ通知メッセージ、
要請メッセージ、応答メッセージ、及び確認メッセージを生成するように構成される。
【０１０６】
　実施形態は前述のように説明されるが、本発明はその実施形態に限定されるのでない。
例えば、図２に示すような一実施形態を図３及び図４に示している他の実施形態と多様に
組合することができる。
【０１０７】
　本発明の幾つかの例示的な実施形態を例示を目的として説明したが、当業者であれば添
付の請求範囲に開示されたような本発明の範囲及び思想から外れることなく、多様な修正
、付加、及び置換が可能であることを理解するはずである。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　本発明は、ユーザが希望するコンテンツのみを送受信できるという利点がある。
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